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太地町音楽療法＆手話啓発イベント
　１月 31日 ( 水 )、太地町公民館において、「太地町
音楽療法＆手話啓発イベント」を実施しました。
　このイベントは、令和４年３月に制定した太地町手
話言語条例の取組みとして、東牟婁・新宮聴覚障害者
協会、社会福祉法人美熊野福祉会、太地町社会福祉協
議会、手話サークルいるかの方々のご協力のもと、開
催しました。
　イベントでは、太地小学校４年生による手話歌やろ
う者の体験をふまえた講話、手話を交えた音楽あそび
を行い、来場者に手話に対する親しみや理解を深めて
いただきました。
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　夏山地区において、津波避難訓練を行いま
した。
　訓練は９時より開始され、９時２分に大津
波警報が発令されたと想定し、合計７名の
方々が参加しました。
　訓練後は、参加者の皆さんにお集まりいた
だき、災害に備えた事前対策や防災対策への
補助事業の紹介、非常食の配布を行いました。

　石垣記念館前を発着として、教育委員会主
催による太地町持久走大会が行われました。
コースは、一般男子（中高生含む）3.8km、
一般女子（中高生含む）1.9km、小学生 1.9km
です。
　今年は町外の方も参加可能で、合計 25名
の方々が参加しました。
　参加者の皆さん、お疲れさまでした。

　太地小学校の５年生 18名が、姉妹都市で
ある長野県白馬村を２泊３日の行程で訪れま
した。
　雪遊びやレクリエーション、ふるさとや学
校の紹介をして、白馬北小学校の４年生と交
流しました。
　今年の夏には、白馬北小学校の児童が太地
町を訪問する予定です。
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持 久走大会

白 馬村への訪問

防 災訓練
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移動県民相談
【日　　時】令和６年3月 19日（火）13時から 16時まで
　　　　　　　　　　　※相談時間は１件につき、約20分
【場　　所】東牟婁振興局　住所：新宮市緑ヶ丘２丁目４－８
【相談内容】�土地・建物、借地・借家、相続、離婚、金銭関係、損害賠償など法律問題（弁護士が無

料で相談）、行政相談
【事前受付】令和６年3月 5日（火）９時から先着９名
　　　　　　東牟婁振興局　総務県民課へ電話予約（0735－ 21－ 9607）

お知らせ

第 27 回　太地町教育委員会ソフトバレーボール大会開催について

いさなの宿　白鯨杯
　親睦と交流を一層深めるために、標記大会を下記により開催します。くじ引き景品も用意していま
すので奮ってご参加くださいますようご案内いたします。

【日　　時】	 令和６年　３月24日（日）
	 開会式　８時30分　太地中学校
	 集　合　８時15分

【試合会場】	 太地小学校・中学校体育館

【参加申込】	 各チーム最大２チームまでとします。
	 なお、チーム名は○○Ａ・○○Ｂで申し込みください。

【試合方法】	 混成のみ（試合には男子２名以内・ただし55歳以上の男子は女子扱い可）
	 予選はリーグ戦方式
	 決勝戦・敗者戦はトーナメント方式
	 なお、組合せ抽選は、主管者において行い当日発表します。

【申込締切】	 令和６年３月13日（水）　（必着）

【受　　付】	 〒 649－ 5171
	 太地町太地3077－ 13　（太地町教育委員会）

【連　　絡】	 ＴＥＬ	０７３５－５９－２３３５　　ＦＡＸ	０７３５－５９－３３７５

主催　太地町教育委員会　協賛　いさなの宿		白鯨　主管　太地ソフトバレーボール JAPAN

太地町生き生き情報コーナー
お知らせ



じゅんかんバス及び JR時刻について
　平素は、町営じゅんかんバスをご利用いただき、ありがとうございます。
　JR のダイヤ改正が 3月 16日 ( 土 )�に行われますが、町営じゅんかんバス時刻には変更がありま
せんのでお知らせします。
　なお、太地町町営じゅんかんバス時刻表の下欄 JR時刻の変更箇所を掲載しますので書き換えをお
願いいたします。

太地町役場　総務課

海上保安官募集	 ～あなたも日本の海を守りませんか～
（案　　内）　2024年 10月採用者を募集します。
（問合せ先）	 田辺海上保安部管理課　　ＴＥＬ：0739－ 22－ 2002	
	 詳しくは　ＨＰ：“海上保安官　採用 ”で検索	
	 もしくは　右記QRコードを読み込んでください。
海上保安学校学生採用試験（特別）
（受 付 期 間）	　2024年２月 22日（木）～３月11日（月）	
（受 付 期 間）	　インターネットでの申込み	
（受 付 期 間）	　2024年５月 12日（日）	
（試 験 会 場）	　和歌山市等	
（受 験 資 格）　	2024年４月１日において高等学校等を卒業した日	

の翌日から13年を経過していない方など	 	 	
海上保安官採用試験
（受 付 期 間）	　2024年２月 22日（木）～３月25日（月）
（受 付 期 間）	　インターネットでの申込み
（受 付 期 間）	　2024年５月 26日（日）
（受 付 期 間）	　神戸市、名古屋市等
（受 験 資 格）　	1994年４月２日以降生まれで大学を卒業された方、	

2025年３月までに大学を卒業見込みの方など

JR時刻 変更前　　　⇒　　　変更後
天王寺方面 特　急 １１：５４　　⇒　　１１：５６

普　通 １３：２８　　⇒　　１３：２９
新宮方面 特　急 １６：０８　　⇒　　１６：０９

お知らせ

お知らせ

【お問い合わせ】	 自衛隊新宮地域事務所（新宮高校正門前）	 　電話：0735－ 21－ 3449

30 歳から公務員を目指す！ 自衛官（学生）等の募集案内
お知らせ

受験種目 応募資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生
18 歳 以 上 33 歳 未 満 の 者	
（32 歳の者は、採用予定月の
末日現在、33歳未満の方）

年間を通じて行っ
ております

受付時にお知ら
せいたします

受付時にお知ら
せいたします

【第五管区】採用募集用動画
（業務紹介・大学校の様子）
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お知らせ

不要農薬及び農薬空き容器の処分について
　農薬の空容器、空ビン等については、畑などにそのまま放置したり、捨てたり、焼却したりするこ
とができません。また、不要になった農薬についても河川へ流したり、空き地等に捨てたりせず適正
に処理しなければなりません。
　このような事から、町及び農協では、農薬による危害を未然に防止し、適正に処理するため、各ご
家庭で不要になった農薬と空容器を有償で回収し処分させていただくことになりました。
　つきましては、下記のとおり実施しますので、ぜひ、この機会に処理をしていただきますようお願
い申し上げます。

記

・日　　時　令和 6 年 3 月 4 日（月）～令和 6 年 3 月 8 日（金）
　　　　　　10:00 ～ 15:00 まで
・集荷場所　みくまの農協　太地支所

厳守事項（注）農薬以外の不明な物及び空容器は、お引取りできません。

不要農薬
１．�不要農薬の容器のふたは、きちんと閉め、飛散または漏れることのないよう、十分気をつけて
ください。

２．農協窓口まで、使用された本人が持参してください。
３．農薬以外の薬品は、お引取りできません。
４．農薬の混合は、絶対しないでください。

農薬空き容器
１．回収する空容器は、プラスチック容器・ビンで水洗いし乾燥したものに限る。
２．ボトル・ビンは３回くらい水洗いし乾燥させフタをしないでください。
３．ビンは割れていないものに限ります。
���������※水洗いした水は、溝や川等に流さないようにしてください。
処理費用

その他
　　　　※処理の際には印鑑が必要となりますので持参してください。
　　　　※お問い合わせは、みくまの農協	太地支所（☎５９－２０３６）まで

薬			類 規				格 単価 ( 税込） 単価（税込）
乳			剤
液			剤

１００ｃｃ	以下 １本につき	 １００円 ６０円
５００ｃｃ	以下 　　〃	 ２００円 １００円
		１Ｌ				以下 　　〃	 ４００円 ２００円

粒			剤
粉			剤
水和剤

１００ｇ		以下 １袋につき	 １００円 ６０円
５００ｇ		以下 　　〃	 ２００円 １００円
		１kg			以下 　　〃	 ４００円 ２００円
		３kg			以下 　　〃	 １, ２００円 ６００円

その他 特殊容器、不明農薬は、１kg１０，０００円（税込）
水銀は、１kg１５，０００円（税込）

（不要農薬） （空容器）
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全 国 春 の 火 災 予 防 運 動

令和 ６ 年３月 １ 日
太 地 町 消 防 団

火事・救急は１１９番　 
（携帯電話からでも１１９番で直接役場へつながります）「火を消して  不安を消して  つなぐ未来」

令和6年 3月 1日（金）から令和6年 3月 7日（木）までの7日間春の火災予防運動週間になっています。

☆４つの習慣
○寝たばこは絶対にしない、させない。                                                              
○ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。                                                                           
○こんろを使うときは火のそばを離れない。
〇コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
                                                                                                                      
☆６つの対策                                                                              
〇火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
〇火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
〇火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防火品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
〇お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
〇防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

～春の防火パレードの中止について～

　令和６年３月に予定しておりました春の防火パレードにつきましては、感染症予
防のため中止とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。
火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿
命の目安は約10年とされています。住宅用火災警報器
が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」
というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、
火災予防運動の時期などに定期的に作動確認を行い、適
切に交換を行うよう習慣づけましょう。

太地町消防団員募集
○活動内容
　町内で発生した水火災等の災害時に防御や救助作業を行います。また、毎月
25日に消防演習を実施し、水火災の予防及び警戒心の喚起に努めています。
本町に居住する満 18 歳以上の方で、消防団活動に真摯に取り組むことができ
る熱意のある方は下記までご連絡ください。
太地町役場総務課内消防団係　電話：０７３５－５９－２３３５

～住宅防火 命を守る 10のポイント～
―　４つの習慣　６つの対策―

住宅用火災警報器を設置しましょう
定期的に点検を行いましょう
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住民福祉課だより
『 住民福祉課だより 』の

各種内容に関するお問合わせは、住民福祉課までお願いします。
☎ ０７３５－５９－２３３５（代）

日　時：每週木曜日　夜 19:00-20:30
　　　　　　※ 5 月 9 日開講 (2 月 27 日まで 全 40 回 )

場　所：美熊野福祉会 ワークランドそら 2F 会議室
　　　　　　　　　　　　　（新宮市佐野 1026-1）

〜手話奉仕員養成講座〜

※定員は 20 名です。（定員になり次第、締め切りとさせていただきます。）
※日程表やカリキュラム表はお申し込み頂いた方に郵送させていただきます。
※参加費は無料ですが、
　テキスト代 ¥3,300 と手話動画視聴システム登録料 ¥1,760 は自己負担です。

~80%以上出席された方に、
　　市町村より修了証が交付されます。

❖申し込み期間❖
　3 月 1 日 ( 金）〜 4 月 20 日 ( 土）

❖お申し込み・お問い合わせ❖

社会福祉法人 美熊野福祉会 本部

　　電話：0735-31-3701
　　FAX： 0735-31-3702
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住民福祉課だより

フォローアップ講座

令和6年度
〜手話奉仕員登録・通訳者養成講座受講を目指す〜

手話奉仕員養成講座基礎編を修了された方
手話で簡単な日常会話ができる程度の方

基礎を復習し、さらにスキルアップを目指すクラスです。

会　場：美熊野福祉会ワークランドそら（新宮市佐野 1026-1）

※参加費は無料
※定員は 20 名（高校生以上）・先着順とさせていただきます。

学習日時：月２回  月曜日　19:00 〜 20:30
５月 13 日開講（〜２月 17 日まで全 20 回）

申し込み期間：3 月 1 日 ( 金 ) 〜 4 月 12 日（金）

申し込み・お問い合わせ（月〜金 9 時〜 17 時）

社会福祉法人　美熊野福祉会 本部
電話：0735-31-3701

対　象

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月

１３ １０ ８ ５ ９ ７ １１ ９ ６ ３

２７ ２４ ２２ １９ ３０ ２１ ２５ ２３ ２０ １７
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　太地町では、水環境を守るため、合併浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度を設
けています。
対象地域
　町内全域	（ただし、太地町公共下水道区域は対象地域から除きます。）
補助対象者
　補助対象地域において 50人槽以下の浄化槽を取り付けようとする者。
　	補助対象地域において 11人槽から 50人槽の浄化槽を取り付けようとする者であって、次の（１）
から（２）に該当する者
　（１）	住宅（自らの住居用に供する建物又は延べ床面積のおおむね 2分の 1以上を自らの住居用に

供する建物をいう。）
　（２）飲食店その他の店舗付き住宅であっても自らの居住用に供している建物
補助金の額

保守点検について（浄化槽法第 10 条）
　保守点検は、浄化槽の運転状況の点検を行い、装置の調整、修理、消毒剤補充などを行うことをい
います。機種により毎年決められた回数の保守点検をしなければなりません。県の登録を受けた保守
点検業者に委託してください。

清掃について（浄化槽法第 10 条）
　清掃は浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。法
律により毎年 1回以上行うように義務づけられています。（清掃回数は使用状況などで変わります。）
清掃業務は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して下さい。お住まいの地区を担当する清掃
業者は、市町村において確認して下さい。

水質検査について（浄化槽法第 7 条・11 条）
　使用開始後 3ケ月を経過した日から 5ケ月の間（補足）に 7条検査と、その後 1年に 1回の 11
条検査が浄化槽法において義務付けられています。県が指定した検査機関（公益社団法人和歌山県水
質保全センター）において受検して下さい。
（補足）使用開始後 3ケ月を経過した日から 5ケ月の間とは
（例）	使用開始日が 4月 1日だった場合、7月 1日から 11月 30日の間に

検査を実施。

人槽区分 補助限度額

5 人槽 332,000 円

6 ～ 7 人槽 414,000 円

8 ～ 50 人槽 548,000 円

浄化槽の設置に対する補助制度について

浄化槽の維持管理について
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次のような場合は、役場への届出又は報告が必要です。
　・浄化槽の使用を休止…浄化槽使用休止届出書（＊１）
　・休止中の浄化槽の再開…浄化槽使用再開届出書
　・浄化槽の使用を廃止…浄化槽使用廃止届出書
　・技術管理者の変更…技術管理者変更報告書
　・浄化槽管理者の変更…浄化槽管理者変更報告書

＊１…休止期間中は、前述の保守点検、清掃及び水質検査の義務は免除されます。

『 糖尿病性腎症重症化予防について 』
　不適切な食事習慣や運動不足など、日ごろの生活習慣と関連のある病気のことを “生活習慣病 ”と
呼びます。なかでも糖尿病は、有病者・予備軍を合わせると約 2,000 万人（※）になるといわれて
います。高血糖状態が続くと、腎臓の機能が低下し、血液透析が必要となる場合もあります。重い合
併症に悩まないよう、予防方法をお伝えします。（※平成 28年度国民健康・栄養調査より）

【 日時 】　令和６年　３月 18 日（月）

 １３：３０～１５：００

【 場所 】　公民館　第１研修室

＊	その他　参加無料。どなたでもご参加いただけます。必要な物はございません。
	 会場準備のため、事前にお申し込みください。

 問合わせ / 申込み 　　保健係（電話 59-2335 / FAX 59-2801） まで

浄化槽の各種届出について

糖尿病についてのお話会開催のご案内
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3 月 おやすみ
東新集会所

6日
寄水集会所

13日
森浦集会所

27日
平見集会所

4月 ３日
東新集会所

10日
寄水集会所

17日
森浦集会所

24日
平見集会所

3 月 12 日（火） 3月 26日（火）

4月 9日（火） 4月 23日（火）

3・4月の活動日について、下記の通りお知らせいたします。

ふれあいサロン「いっぷく亭」3月・4月の予定のお知らせ

手話サークル「いるか」3・4月　活動日のお知らせ

　3月・4月の「いっぷく亭」の予定について、下記の通りお知らせいたします。
ご近所の方お誘い合わせの上、お越しください。廃油の回収も行っておりますのでよろしくお願いします。

買い物支援3月・4月のサービス実施日のお知らせ
3・4月の買い物支援サービスの予定について、下記の通りお知らせいたします。
※４月の申込みについては、４月 1日（月）より受付を開始いたします。

◯買い物サービス　送迎バス時刻表　（マイクロバス・10 人乗り）

※送迎の時間は参加される方により前後する可能性がございますのでご承知おきください。

平見団地 西平見 平見公園前 石門 大東 東新集会所 漁協前

9：25 9：28 9：30 9：32 9：34 9：34 9：36

水ノ浦 公民館 暖海本通り 大長井 常渡 道の駅 太地駅

9：38 9：40 9：42 9：44 9：46 9：48 9：50

実施日
3月 18日（月）

申込み締め切り
3月 13日（水）

4月 17日（水） 4月 12日（金）



 「バランスボール」
☆今回のテーマ☆

講師　谷口　徹　氏

＜日　　時＞　3 月 13 日（水）　19：00 ～ 20：00（仕事終わりの方にもおすすめ！）
＜対　　象＞　太地町在住の要支援・要介護認定を受けていない方
　　　　　　　※各種疾患により主治医から運動を制限されている方は参加できません。
＜場　　所＞　太地町多目的センター 2階トレーニングルーム
＜持 ち 物＞　飲み物・上履きをご用意のうえ、動きやすい服装でお越しください。
＜締め切り＞　会場準備のため、3月 11日（月）17：00までにお申し込みください。

　令和 6年 4月に向けてトレーニングルーム及び歩行プールの利用カード更新の時期がやってまい
りましたので、多目的センターまで更新の手続きをお願いします。
　更新については、利用者の皆様には何かとお忙しいところご面倒とは存じますが、身体状況等を把
握させていただき、常に安全な施設運営を心がけていますのでご協力をよろしくお願いします。尚、
使用許可申請書については、前回までの申請時と変更がなければ使用対象世帯の状況及び身体の状況
欄は空欄で結構です。

太地町社会福祉協議会

TEL　0735–59–3380/FAX　0735–59–4332/ 本会 HP 

社協のエクササイズ教室　開催のお知らせ

トレーニングルーム及び歩行プール利用カードの更新について
・令和6年度　太地町多目的センター

持参していただくもの

・現在お持ちのカード
・印鑑
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住民基本台帳
（令和 6年 1月末日現在）

総人口	 2,841 人
　　男		1,275 人
　　女		1,566 人
世帯数			1,547 世帯

（前月比：総人口   ３人減
														世帯数			２世帯減）

《保健衛生関係３月行事予定》

白馬から
のお便り

姉妹
都市「白馬村」コーナ
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箱
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駅
伝
「
花
の
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区
」
に
白
馬
村
出
身
の
花
岡
寿
哉
さ
ん
が
出
場
！

健康相談
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

3 月 13 日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30～ 11：00 公 民 館
13：00～ 13：30 平見集会所
13：45～ 14：15 老人憩の家
14：30～ 15：00 寄水集会所

3月 25日（月） 成人健康相談（血圧測定） 14：30～ 15：00 森浦集会所
3月 27日（水） 乳幼児健康相談 10：00～ 11：30 ふれあいルーム
※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、ご自宅で採尿し、ご持参ください。
健康教育

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
3 月			4 日（月）
				11 日（月）

なかよし体操
13：30～ 14：30 東新集会所

３月 18日（月）
				25 日（月） 13：30～ 14：30 森浦集会所

3月		6 日（水）
13日（水）
27日（水）

20日はお休み
あおぞら体操

9：30～ 9：45 暖海ゲートボール場
10：00～ 10：15 森浦寺前（地蔵院前）
10：30～ 10：45 平見消防屯所前

３月		7 日（木）
	14 日（木）
			21 日（木）
				28 日（木）

あおぞら体操
9：30～ 9：45 多目的センター駐車場
10：00～ 10：15 東の浜ふれあい広場
10：30～ 10：45 平見公園

健診
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

3 月 21 日（木） 4か月児健診 	9：30 ～	9：40（受付） 那智勝浦町福祉健康センター10か月児健診 10：20～ 10：30（受付）
※感染症予防のため、受付時間を変更させていただく場合があります。
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